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1930年代インドネシア民族党の路線変更と地税問題

- loemboengpadjak設立をめぐって-

植 村 泰 夫 *

TurningoftheP.B.Ⅰ.'SLinesandtheLandTaxProblem inthe1930S:

AStudyoftheLoemboengPadjak

YasuoUEMURA*

DuringtheGreatDepression,landtaxbecamemoreandmoreburdensomeforthepeasants
inJavabecauseoftheimpoverishedruraleconomy. P.B.Ⅰ.,oneofthemostactive
nationalistorganizationsatthattime,regardedthisasoneofthemostseriousproblems.
Initially,itadvocatedreductionofthetaxandagitatedfornonpaymentatmanyvillages
inEastJava.Butwiththedeclineofitsinfluencebecauseofsupressionbythecolonial
governmentinaboutthemiddleof1933,P.B.I.wasforcedtochangecourse,andaccording-
lyitmadeplanstoestablishitsownwarehousesinwhichtostorericeuntilthelean
months(i.e.,theendoftheyear)andpaythelandtaxfromtheprofitwhichcouldbemade
onitssalelateratahigherprice.P.B.Ⅰ.begantoexcutethisplanin1935,mainlyinthe
LoemadjangreglOn,butsmoothprogresswashamperedbyinterferencefromthecolonial
government,whichwouldnotallowP.B.i.'sparticlpationinthetaxaffairandwantedto
maintaintheruleoftheinstallmentsystem,Thisconfrontationbetweenthetwosideswas
finallyresolvedwhenearlypaymentbecamepossiblethroughreorganizationofthe

warehouseasacorporatebodywhichcouldgetfundsforlandtaxfromtheP.B.Ⅰ.'sbank.
Thepeasantswhodepositedtheirriceinthesewarehousesthusbecameabletopaythe
landtaxwithlesstroublethanbefore.

は じ め に

1930年代世界恐慌は,オランダ植民地支配の下で糖業を中軸とした熱帯特産物生産地-と社

会経済を再編されてきたジャワ農村社会に大きな影響を及ぼし,糖業の栽培縮小と農産物価格

暴落による現金収入激減によって,農民の中には現金不足が蔓延 し高利貸支配が深刻化 した｡1)

この結果,農民にとってとりわけ地税は重圧となり,植民地政庁の ｢恐慌減額｣などの軽減策

実施にもかかわらず,表 1に示されるように納入率は大きく低下せざるを得なかった｡

* 広島大学文学部 ; Faculty of Letters, Hiroshima University, I-2-3 Kagamiyama,

HigashihiroshimaCity739,Japan

1) その貝体的な様子については,ブスキにおける事例 [植村 1993:101-110]などを参照｡
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表 1 ジャワ ･マ ドゥラ地税納入状況

単位 :ギルダー

凶 作 に 休閑 に その他の

34,052,28834,583,110 874,899 186,499 3,196 33,460,621 502,248

34,919,004 1,480,780 202,319 270,007 32,951,3422,812,394
35,138,293 937,082 140,670 5,656,365 28,373,498 3,756,999
34,345,518 1,179,688 131,502 8,659,915 25,018,534 4,507,473
33,345,311 1,287,377 127,121 10,441,860 21,466,0773,307,672
32,119,182 758,323 128,840 9,631,034 21,557,493 2,662,326
30,452,061 543,286 105,393 8,269,336 21,531,470 1,409,413
28,126,029 464,849 59,554 6,466,449 21,097,924 466,542
26,558,159 355,703 43,472 5,204,733 20,954,251 262,468

年

出所 :I.V.1931Ⅰ:68;1932I:38;1933I:27;1934I:28-29;1935
Ⅰ:25;1936Ⅰ:25;1937Ⅰ:28;1938Ⅰ:36;1939Ⅰ:41

荏 :査定額,実際の徴収予定額は,翌年の報告にある修正された数字である｡他
方,減免額は各年の数字を用いた｡したがって,(a-b)はC と一致しない｡
ただし,それほど大きな誤差はないのでeの算出にはCの数字を用いた｡

こうした中,東 ジャワを中心にして活発な活動を展開 したのが,ス トモ (Soetomo)のイン

ドネシア研究会を母体に ｢インドネシア ･ナショナリズムにもとづいて,人民 と祖国の状況を

可能な限 り改善すること｣を目的として 1930年 10月に結成されたインドネシア民族党 (Per-

satoeanBangsalndonesia,以下,P.B.Ⅰ.と省略)であった｡同党は,1932年 5月に農民組織

ルクン･タニ (RoekoenTaniP.B.I.,以下 R.T.と省略)設立を決め,これ以降,この組織を

通 じて農村での活動を展開 し,33年頃の最盛期 には38支部,党員数 2,500名 を数えたが

[Poeze1988:263],その後は活動が後退 し,35年 12月にプディ･ウ トモなどと合同 してバ リ

ンドラへと発展的に解消 した｡

従来,P.B.Ⅰ.については,政治活動は活発 とはいえないが社会経済面では一連の目を見張 ら

せるような活動を展開 したと評価されてきたが [Pluvier1953:97;Ingleson1979: 125;

Poeze1988:ⅩⅩiii-ⅩXiv],その中身については必ず しも十分に検討されてはこなかった｡小論

の課題は, この団体が当時,農民経済の中で最 も深刻な問題の 1つであった地税問題にどのよ

うに取 り組んだかを検討 し,その意味を考えるところにある｡ 筆者は先に糖業の栽培縮小をめ

ぐる問題を検討 した中で P.B.Ⅰ.,R.T.の活動にも触れ,この団体が地税問題をも重要な課題と

して取 り上げ,33年頃までは地税引下げ要求を掲げて不払いを組織することも含めた激 しい運

動を展開 したことを述べた [植村 1994]｡そこで小論では,それ以降の勢力後退期において,

P.B.Ⅰ.が地税問題への対応として進めようとした loemboeng padjak (ルンブン･パジャッ

ク :納税のための米穀倉庫)設立運動を中心に論 じることにしたい｡
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Ⅰ 運動の経緯 :不払い闘争からloemboengpadjak設立へ

先ず P.B.Ⅰ.,R.T.の地税問題-の取組みを概観 し,loemboengpadjak設立へと方針を変更

していった経緯を検討 しておきたい｡

P.B.Ⅰ.が地税問題を闘争課題 として設定 したのがいっかは正確にはわか らないが,31年 1

月の 『政治 ･警察報告』によると既にそれは活動計画に含まれており [Poeze1988:7],設立

当初から構想されていたと思われる｡ しか し,組織全体の課題として正式に取 り上げたのは,

同年 4月 29日に開催された中央執行委員会が最初であった｡ この会議ではクル トソノ支部か

ら ｢現在,米価が暴落 しているので,地税引下げを要請する決議を上げるべきである｣という

提起がなされ,それを受けて ｢集会に提出された説明とその後の討論において,10年期限で設

定され,それ以前の 10年間における最低価格にもとづいて算定された地税は,物価を考慮する

と現在なお高すぎ,農民は固定 した税に比べてずっと垂すぎると見なしているとの言明がなさ

れたことに鑑みて,以下のことを決議する｡現行の規定から独立 した地税引下げのための特別

規定を考えつかせるように,地税に係わっている全ての者は困難な状況を明らかにし,政庁に

いくつかの提案を行 う｣ という決議が採択された [SoeloehRa'jatIndonesia6-5-1931,〟)0

1931-1:438-440]｡

ここでは,物価に照 らして地税が垂すぎ,農民は固定 した税を負担 している者より不利な状

況におかれているという認識にもとづいて,地税引下げを求めるという方針が打ち出されたの

であるが,2) こうした要求は32- 33年に開催された各種の集会で繰 り返 し提起されることに

なる｡ 例えば, 33年 4月 14- 17日にスラカルタで開かれたP.B.Ⅰ.第 2回大会では地税引下

げに向けて努力することが提起された [Poeze1988:274]｡ また 7月 8- 9日のR.T.大会で

は,スンジョト(Soendjoto)が基調演説でデサ首長による地税運用の混乱を激 しく批判 し,大

会に参加 した支部からも ｢地税は収入に見合った形で課税されていない｣(パ レ支部),｢政庁が

実施 した恐慌減額が不十分である｣(プロポリンゴ支部),｢減税獲得のためにR.T.はあらゆる

努力をするべきである｣(バニュワンギ支部)などの意見が表明された [VerslagR.T.Congres

1933]｡そして,同大会では ｢地税を農民の収入に見合ったものに引き下げること,可能ならば

廃止 して収入税に代えるべきである｡P.B.I.指導部は軽減実現のために努力する｣という決議

が上げられ [ibid.;Poeze1988:296],P.B.I.中央委員会は何人かのインドネシア人フォルク

スラー ト議員と協同 して要請活動をすることになり,実際,フォルクスラー トでは地税の 50%

2) なお,32年 5月 14-16日に開催されたP.B.I.第 1回大会では,これに加えて地税の現物納入を

認めよという要求も提出されたが [SoearaOemoem17,18-5-1932,〟)021-5-32,no.20:304],
この要求がどの程度まで実現したかは不詳である｡
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減額提案がなされ, 賛成 27, 反対 16で可決された [KromoDoeto1-9-1933,〟)02-9-33,

no.35:548-549]o

また, これらにもとづ く活発な宣伝活動が,公開集会 という形で各地の農民の中で展開され

る｡前稿で述べたように,そこにはP.B.Ⅰ.中央幹部が出席 して農民の負担の相対的重さを指摘

し,同時にR.T.設立を呼びかけた｡加えて地税納入拒否がア ドバイスされたり,あるいは支払

い猶予を求める請願状が作成され,それにはデサ首長の署名さえ行われていた｡そして,実際,

当時の運動の最大の中心地であったシドアルジョ県では,32年,地税滞納額が ｢デサぐるみの

不払い (R.T.の扇動による)｣ などにより一層拡大 したと報告されるような事態 も発生 した

[植村 1994:143-145,148-149]｡

このように初期の運動は地税引下げと納税拒否という激 しい形をとったのであるが,33年中

頃の厳 しい弾圧と勢力後退によって,それ以降,このような取組みはもはや不可能 となった｡

P.B.I.,R.T.は方針の変更を迫 られることになる｡ 以下,それがどのように展開されたかを見

ることにしよう｡

1934年 3月29日～4月2日,P.B.Ⅰ.はマランで R.T.と合同して第 3回大会を開いた｡そこ

で行われた地税をめぐる運動の総括報告は, ｢33年 7月 R.T.大会で地税引下げのための闘争

を決定 したが,既にその軽減は達成された｡ただし,それがR.T.の活動の成果であるか否かは

神のみぞ知ることである｣という状況認識を示 した｡そして,中央執行部が大会に提起 した活

動方針に地税問題は含まれていなかった [VerslagLandbouwAfdeeling1933]｡

しか し,現実には地税納入の困難は決 して解消されたわけではなかった｡実際,表 1によれ

ば34年の滞納率は33年よりは若干改善されたものの,なお高い数値を記録 している｡ この結

果,翌 35年 4月 18-22日にスラバヤで開かれたP.B.Ⅰ.第 4回大会では,多数の支部から地

税に関する不満が噴出することになるO すなわち ｢人々の大変な貧困にもかかわらず,当局は

税の滞納に対 して督促状を発行 し,収穫前に徴収 しようとする｡現物納入の際の価格の算定は

実勢価格を しば しば下回っており,地税を払わせるため,官吏は籾を貯蔵させようとする｣

(ンゴロ支部),｢税納入のためには高い利子で多額の借入をしなければならない｡ 当局は,人々

がこのための現金をどのようにして手に入れるかにはおかまいなしに,税が毎週完納されるこ

とを望んでいるからである｣(バロンブンド支部),｢税の管理はデサ行政が行 うが,それは名目

だけであり,領収書には日付 も納入金額の記載 もなく,コインで印がつけられるだけだ｡34年

分の税金は33年分として登録され,35年分 として集められたものは全部横領された｣(バンギ

ル支部),｢地税の現物納入の際,当局は籾価格を実勢よりも低 く評価 し,実勢価格はf2.50な

のに評価はfl.50である｣(ブスキ支部),｢地税が収穫前に要求され,この結果,華人や日本人

による青田買いが多い｡地税の重圧のために,テンゲルの3デサから人々は逃亡 した｡十分な

食糧がなく,税の滞納は非常に大きく,泥棒が日常化 している｡これらのことは既にデサ当局
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に申し出ているが, 彼 らは詳 しい調査をするほど重大な事態だとは見ていない｣(クディリ支

部),｢ケンチョンでは移民の結果,貧困が激 しく,地税の30% 減額では不十分である｣(ジュ

ンブル県の支部)などの困難が表明された [Gobee1935a;Resume1935]｡

これらのことは,客観的には前年の大会での中央執行部の地税問題総括と方針からの欠落に

対する厳 しい批判を意味 しており,P.B.I.指導部は再びこの間題に対する何 らかの方針を打ち

出すことを迫られたのであった｡この結果,同大会では,｢地税徴収に際 して籾価格の上昇を待

つことを政庁に要請する｣という決定が行われた [Gobee1935a]｡そして,その具体化のため

の最良の方法として,｢R.T.組織は先ず,高い価格で販売できたその収入を一部は税支払,一

部は生活費に充てるため市場価格の上昇を待つことを目的として,籾その他の農産物をそこに

貯蔵することを会員に義務づけたいわゆるloemboeng padjakを設立する｣[SoearaP.B.I.

5-611935,IPO 15-づ-35,no.24.･375-376]ということが提起されたO

ここに示されるように,P.B.Ⅰ.,R.T.は税支払のための米穀倉庫を自らの手で設立すること

を方針化 したのであるが,それは大会終了後に開かれた執行委員会で決定された覚の行動綱領

にも盛 り込まれた [SoearaP.B.I.15-5-1935,IPO2515-35,no.21:321]｡ そしてこれ以降,こ

の方式が P.B.I.の地税問題に対する取組みの中心を占めることになる｡それでは,それは如何

なる経緯により方針化され,どのように実践されたのであろうか｡以下,その点を検討するこ

とにしよう｡

H loemboengpadjak設立の経緯

P.B.Ⅰ.が自らの米穀倉庫設立の計画を持ったのは, 既に 1931年初めにおいてであった｡ 同

年の 『政治 ･警察報告』は, 1月にはP.B.I.の活動計画の中にloemboengdesa(村落米穀倉

庫)設立が含まれると指摘 している [Poeze1988:7]｡この時期,それを進めたのはバニュワ

ンギ支部であった｡同支部は4月までにはスンブルサ リ,スンブルマニス,ゲンテン, トゥム

グルなどのデサにloemboengra'jat(人民米穀倉庫)なるものを設立 し,4月 29日に開催され

たP.B.Ⅰ.中央執行部会議ではこれを全体の方針とすることを提起 している｡ その内容の詳細

は不明であるが,会員の籾を協同組合原則で保管すること,政庁のloemboengdesaの精神に

沿って,50% の利子を付けて種籾の貸付を行うことにより,高利貸支配からの脱却を図ること

を主な目的とするものであった [ibid.:24-25;AdviesvoorInlandscheZaken1931]｡3)

3) 『政治 ･警察報告』や 4月 29日会議でのバニュワンギ支部の発言によれば,その設立の事情は大

要次の通 りであった｡ この地域では農家 1戸当たりの平均耕地面積は 1.25バウと狭いために収入

が少なく, 常に外国人経営の精米所から種籾を借 り入れなければならないが, この場合, 1ピコノ
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しかし,これは方針化されなかったようで,その後,33年になってこれとは大きく性格の異

なる米穀倉庫設立の動きが始まった｡この年,P.B.I.ルマジャン支部はR.T.設立直後に,収穫

直後に預け入れられた籾を価格が上昇するまで貯蔵 し,その販売利益から地税を支払うことを

目的とする loemboengpadjakの設立を計画 していたという [RegentLoemadjang1935]｡

そして,恐 らくはこうした動きを受けて,SoearaOemoem 17-6-1933は,loemboengdesaと

は原理を異にするloemboengR.T.設立が提起されていると報 じ lIPO 24-6-33,no.25:3941

395],それは7月のR.T.大会のスパル ト(Soeparto)演説で具体的に提案されることになる｡

そこでは, ｢loemboeng desaが現在ほとんど利用されていないのは人々が現金を望むから

であり,そのために農民は借金に苦 しんでいるのだ｣との現状認識が示された後,その改善策

として ｢現金への欲求と闘わねばならない｡仕事に対する愛着を取 り戻さなければならない｡

それゆえ R.T.は米穀倉庫を設立するのであって,そこには 『苗』 と 『端境期』を見据えたス

トックが貯蔵される｡ 税 もこの蓄えから払われるべきである｡ しかし,人々は先ず,籾価格が

上昇するのを待 っ ｡ それは 12月である｡ だから, この米穀倉庫は一時的な保証として役立っ ｡

こうした方法によって,loemboengR.T.は政庁の仕事を軽減する｣と提起され,プロポリン

ゴ支部などの賛成討論を経て,｢loemboengdesaは,農民の必要に応えるものではない｡この

必要を満たすことができるように,R.T.の全支部が,農民の力に基礎をおく自分自身の米穀倉

庫を設立 しなければならない｡この米穀倉庫規定の細部は,P.B,I.中央指導部に一任する｣と

いう決議が上げられた [VerslagR.T.Congres1933]｡

このように,loemboengR.T.は3つの機能を果たすことを期待されて方針化された｡そし

てそれらはその機能に応 じて loemboengpadibibit(種籾用),loemboengpatjeklik(端境期

の食糧用),そして loemboengpadjak(地税支払用)と称されることになる｡

この方針は,翌 34年 3月 29日～4月 1日のマラン大会でもR.T.の活動方針として再び提

起されたが [VerslagLandbouw Afdeeling1933],実際の設立は35年 4月の P.ち.Ⅰ.大会の

直前になってからであり,先ずルマジャン支部の手でスコドノ及びシドレジョにおいて行われ

た [SoearaP.B.I.5-6-1935,〟)0 15-6-35no.24:376;RegentLoemadjang1935]｡4)

＼ルの借入に対して2-3ピコルを返済しなければならない｡加えて,農民は常に前借りをしている

ので,米を適切な価格で販売することができない｡ こうした状況を改善するため,同支部は先ず
2月にスンプルサリ村 (ゲンテン郡)に,次いでスンブルマニス,ゲンテン, トゥムグルにこれ

を設立した｡これらがどのように機能したかは不詳であるが,ゲンテンでは当初資本flOOを1年

以内にf200にまで増やすことができたとされる｡また,これらは籾の貯蔵 ･貸付以外に可能なら

ば緑肥の使用の宣伝を行うことも計画されていたという｡詳しくは [SoeloehRa'jatIndonesia
6-511931,IPO1931Ⅱ:438-439;AdviesvoorInlandscheZaken1931]を参照｡

4) 35年大会ではクディリ支部も既にloemboengR.T.を備えていると発言しており,35年前半期に

先ずルマジャン,次いでクディリで設立されたと見られる｡ なお,34年大会におけるR.T.活動ノ
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ところで,これに関 してのルマジャン県知事 とP.B.I.側の評価は全 く相反 している｡県知事

はマラン州理事宛の書簡 (35年 6月 19日付け)の中で,｢この試みは満足な成果を上げること

がで きなか った｡上述 の場所 における R.T.会員 は,現在,それぞれ 5人,58人であ る｣

[RegentLoemadjang1935] と, 否定的な評価を与えている｡ 他方 35年大会におけるスン

ジョトの演説では ｢ルマジャン地方の納税準備のための米穀倉庫の存在 は,既に R.T.会員に

よってその利点を認識されている｡この米穀倉庫 はR.T.会員の発展 と力をも示す ものである｡

--このようなものが設立されれば,人々が滞納 している税を納めるために作物や土地の権利

を質入れ しなければならず,時にはデサの土地を売却することさえあるといった,税支払いの

際に しば しば起 こるような,国家に対す る義務遂行時の意志的な行為 と闘 うことができる｣

[Verslagpertanian1934]と,先に上げた loemboengR.T.の 3機能のうち,地税対策 として

の側面が高 く評価 される｡ このことが,P.B.Ⅰ.中央執行部がマラン大会でこれを地税対策の切

り札 として改めて方針化 した理由であったと思われる｡

そ して実際,39年に政庁経済部官吏のジョヨ-ディクスモは ｢とりわけ,農民による地税支

払の困難が,この制度設立を導いた｣[Djojohadikoesoemo1939:176]と,loemboengR.T.

設立が主 として地税対策だったことを示唆 しており, また逆に,南 ジュンブルのケンチ ョン副

郡 に関す る農業指導官 ス ビアル ト (Soebiarto)の 37年 の報告では, 3種類の うち,loem-

boeng bibitは実現されず, loemboeng patjeklikもなおあまり設立が進んでいないとされ

る｡ 5) このように,loemboengR.T.の性格 は次第に地税支払の困難を解消するためのもの-

と特化 していったのであった｡

さて,以上のようにして方針化 された loemboengR.T.は,ジョヨ-ディクスモによると30

年代末までにルマジャンでは 14カ所に設立 されたが,その他の地域ではスラバヤとシ ドアル

ジョ併せて 6カ所設立 されただけであったという [loc.cit.]｡このように,ルマジャンを除けば

＼総括報告は,｢loemboengR.T.設立は実行に移されたが,この際,やはり妨害を経験した｡この

組織の大半はベストを尽くし,1933年から34年にかけて多数の会員が利益を受けたが,その計画

の全てを完全に達成したわけではない｣[VerslagLandbouwArdeeling1933] と述べるが,貝

体的な設立事例の報告はなく,34年大会以前に実際に設立されたかは疑わしい｡

5) 前二者の仕組みとその設立が進まなかった事情は,次の通り｡loemboengpadibibitは預けられ

た籾を播種期に返済して種籾を確保することを目的とするものであるが,例えばケンチョンでは,

人々は自分の種籾を家に蓄えることに慣れ親しんでおり,また,種籾の質を改善する必要も当面

はなかったので, これに対する要求は少なく実現に至らなかった｡ またloemboeng patjeklik
は, ここでは,参加者が富裕度に応じて籾を提供し,貧困な農民は提供義務がない｡集められた

籾は,他の会員に対して収穫期に25%の利子を付けて返済する条件で端境期に貸し付けられる｡

利子の25%の うちの10% は諸経費を差 し引いた後 に提供者に配分 され,15% は貯蓄籾

(spaarpadi) として蓄えられる｡ そして,貧困者に対して籾の貸付が可能になるように,例えば

粗 7ピコルを供出した農民は自らは5ピコルしか借入れができないという形での借入額の上限が

設けられた｡こちらの方は多少設立が進んだようであるが,｢なお,どこでも設立されたわけでは

ない｣という状況であった [RapportR.T.1937]｡
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その設立 は決 して順調ではなか った｡6)

こうした状況 は,当時の P.B.Ⅰ.,R.T.勢力の消長 と関連があった｡前稿で も述べたように,

33年中頃か らの厳 しい弾圧の結果, これ らは勢力を大 きく後退 させたが,7)それは特にそれま

での運動の最大の拠点であったシ ドアルジョや,モジョケル ト, クディリなどに影響を及ぼ し

た｡しか し,こうした中で もP.B.Ⅰ.ルマジャン支部のみは,34年大会報告では ｢妨害にもかか

わ らず活動を継続 し, その地位を安定させた｣ 支部 とされ [VerslagLandbouw Afdeeling

1933], 35年大会時にも支部活動が活発でありR.T.を新たに設立できた唯一の支部であると

報告 される [Verslagpertanian 1934]｡こうして,R.T.活動の中心 は30年代前半期のシ ドア

ルジョか ら後半期にはルマジャンへ と移行 した｡そ して,ルマジャンでは35年 12月にバ リン

ドラが成立 した以降 も,loemboengpadjak設立が支部活動の中心 に据え られ,それまでに設

立済みのスコ ドノ,シ ドレジョ,ケンチ ョンなどのデサに加えて,遅 くとも36年 2月頃までに

はカランサ リ, ジョンバ ン,クラ トン, ロウォカンクンといったデサで も設立が進められた｡8)

こうしたことが,ルマジャンにそれが集中 して設立 された背景にあった｡

さてそれでは,loemboengpadjakは如何なる仕組みを持ち,実際にはどのように機能 した

のであろうか｡次に, このことを具体的に見 ることに しよう｡

6) 当時の記録には,設立の困難さを示す記事が散見される｡例えば35年大会でのスンジョト報告に

よれば, ブスキでは宙確保などのためloemboeng taniの開設目指して農民組織を設立しようと

しているとされるが [Verslag pertanian1934], 37年の報告ではバリンドラ･ブスキ支部が

loemboeng設立を計画したにもかかわらず成功していないと報告される [RapportR.T.1937]｡

また,35年大会のバロンプンド支部発言は ｢宣伝にもかかわらず,なお米穀倉庫は実現できてい

ない｡住民はこれを信用していない｣[Gobee1935a]と,その困難さを訴えている｡ただし,こ

の支部 は37年 になると支部集会 でloemboengcooperatie設立 を決議 してお り [Soeara

Oemoem 6-2-1937,JPO 20-2-37,no.8:118-119], それ以降に設立がなされたと思われる｡

もっとも,ジョヨ-ディクスモの掲げる数字は何年のデータであるかが示されておらず,必ずし

も正確なものではないように思われる｡JPOの記事を追っていくとバリンドラ.は中～西ジャワに

もR.T.設立を進めていることがわかるが,例えば39年 3月にチアンジュールで開催されたバリ

ン ドラ集会での発言 によるとチチュル ンには既 に 2年前か らR.T.があ り,loemboeng

cooperatieを持っているといった記事が見られ [Pemandangan31-511939,1PO8-4139:255],

東ジャワ以外でも若干設立されたようである｡39年 6月27日付けの歳入局長-イデン (A.∫.
vanderHeyden)の覚書 には,西 ジャワ省知事か らの報告 として同省 には全部で59の

loemboengcooperatieがあると記載されている [Creutzberg1974:487]｡

7) R.T.の勢力で見ると,33年の正式支部 125と支部候補50,会員約2万人 (正会員 12,500,会員

候補 7,500)[Darmokondoll-7-1933,JPO 15-7-33,no.28:443;Poeze1988:296]から,35年

4月大会時には97支部,正会員6,883名 [Verslagpertanian1934]に減少している｡

8) 36年4月にバリンドラ･ルマジャン支部長サストロディコロ (Sastrodikoro)宅で持たれた,政

庁経済部フリース (E.deVries), ジョヨ-ディクスモとバリンドラ中央指導部R.T.責任者スン

ジョト,この地域のR.T.カランサリ,ケンチョン,ジョンバン,スコレノ各支部代表者との会談

において,同支部長は ｢就任以来,R.T.のある全デサに米穀倉庫を設立するため努力してきた｣

と述べている [SoearaOemoem 29-4-1936,JPO2-5-36,no.18:282-283]｡
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ⅠⅠI loemboengpadjakの特色

従来, オランダ植民地政庁 は各 デサに loemboeng desaを組織 して きた｡ この制度 は特 に

1904年以降,整備が進め られ,表 2に示 され るように最盛期の 1910年代前半 には 12,000を越

えたが,その後減少 し,20年代後半 には6,000ほどになった｡9)その仕組みは,収穫期 に農民 の

収穫の一部を預 け入れさせ,端境期の食糧用,種杖用,水田耕作費用のためにそこか ら貸付を

行 い,利子を付 けて返済 させ るものであ り,管理運営 はデサ首長を含む委員会が担当 した｡ し

か し,当初か ら管理者,特 にデサ首長 による様 々な不正が問題 にされ,それは 30年代 に入 って

も後を絶 たなか った上 に,10) 有利子制 とそれが販売 した籾の収入が農民 に還元 されないことに

対す る農民の不満が大 きか った [Cramer1929:46,148,149,151;EncyclopaedieIV:605-

608]｡11)また,借入手続 きも煩雑であ り,結局,農民 は高利黛 に頼 ることになるという [Vers-

1agR.T.Congres1933]｡

表 2 ジャワ･マドゥラにおけるデサ ･ルンブンの推移

ルンブン数 ルンブン数

1905年 5,301 1916年 ll,413
1906年 7,424 1917年 10,858
1907年 9,787 1918年 10,385
1908年 n.a. 1919年 9,974
1909年 ll,171 1920年 9,500
1910年 12,542 1921年 9,033
1911年 12,550 1922年 8,310
1912年 12,424 1923年 7,403
1913年 12,424 1924年 6,864
1914年 12,206 1925年 6,453
1915年 ll,683 1926年 6,183

出所 :Cramer[1929:46,148,149,151]

9) loemboengdesaの減少は, 農民の中に次第に現金需要が高まってきたことの結果であり, この

結果,政庁の農村対策の重点も次第に現金貸付を目的とした庶民金融銀行,村落銀行の設二如こ移

行 していった｡これらの点について詳 しくはCramer[1929]を参照｡

10) 例えば, ジュンブル県ケンチョン郡のスコレノ村のloemboengdesa官吏は,貯蔵されている籾

をデサ住民に知らせないまま,その権限のない数名のデサ住民の名である華人に売却,返済がま

だ残っている住民はこれに対する政府の措置がなされるまで負債の返済を拒否 していたが,その

1人の家具が差し押さえられ競売にふされるという事態が発生 したという [SoearaOemoem lO-
ト1933,〟)021-1-33,no.3:42]｡

ll) 例えば33年のR.T.大会でバレン支部は ｢人々はloemboengから借りると利子を付けて返済 し

なければならない｡利子は椀 1ピコルであり,その価格はf4と見積もられる｡現時点で 1ピコル

の価格 ははばflである｡それで も,f4を利子 として払わなければな らない｡さらに,

loemboeng全体がf500で売却された｡ この金はデサ金庫に貯蓄されるという｡なぜ? なぜ, こ

の金を権利保有者に分けることが許されないのか?｣[VerslagR.T.Congres1933]と発言 して

いる｡
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それでは,R.T.が設立を進めたものはこれとどう違 うのであろうか｡我々は先に,31年にバ

ニュワンギ支部の提起 したloemboengra'jatは方針化されず,33年になってこれとは性質の

異なるloemboengR.T.が提起されたと述べた｡前者の場合には,協同組合原則を採用 したた

め参加する農民はR.T.会員に限定された点ではloemboengdesaと異なるが,有利子制を採

用 した点では変わらなかった｡このことが,それが方針化されなかった原因であったと思われ

る｡

これに対 して,後者は原理的にloemboengdesaと異なるものである｡33年のR.T.大会で

のスパル ト演説は,この点を ｢loemboengdesaは貸付制度にもとづいて機能する｡人々は借 り

入れ,利子を付けて返済する｡loemboengR.T.の制度は,貯蓄である｣[ibid.]と述べ,貯蓄

が主眼であることを強調 している｡ その仕組みをケンチョンに設立されたloemboengpadjak

を例に見ることにしよう｡

ここでは ｢R.T.会員は,収穫後,一定量の籾を供出する｡ 価格は1ピコル当たりflで計算

される｡ 例えばflOの地税を納める者は,乾燥による目減 りを計算に入れて 10ピコル以上を

供出せねばならない｡既に籾価格が十分に上昇する9月に,この籾は販売される｡R.T.執行部

は,預入れ者の地税の全額をその査定書 (pipil)を添えて,デサ首長のもと-払い込む｡販売

に先立ってデサ首長に預入れ者の名簿が手渡されるが,そこには地税徴収に当たってこれらの

会員には再々負担をかけないようにという要望が付けられている｡それがなされるのは,以前,

非会員が loemboeng padjakに粗を預け入れたとデサ首長に申し出ることが時々あったから

である｡杖の販売で出た剰りは,経費を差 し引いた後,預入れ者に分配される｣[RapportR,T.

1937]とあり,地税負担額に応 じて預入れを行うこと,籾.価格が上昇するまで貯蔵 して,販売

利益から地税を払い残 りは返済すること, この制度の対象者はR.T.会員に限定されているこ

とがわかる｡ その管理はR.T.支部指導部が行 うが,鍵は3つ用意され, 1つはR.T.指導部,

1つはバ リンドラ指導部が管理, 最後の 1つは行政当局用である [Soeara Oemoem 29-4-

1935,IPO2-5-36,no.18:282-283]｡

このように,loemboengpadjakの最大のメリットは,価格の安い収穫期に預け入れた籾.を,

それが高 くなった時期に販売 して利益を上げ,地税納入に充てるとともに会員に還元するとこ

ろにあった｡さて,その実際を35年に設立されたカランサ リ,シドレジョの例から見ることに

しよう｡ 表 3aは35年の営業状況を示 している｡ この段階では,表示のように貯蔵ストソクが

全て販売されたのではなく,かなりの部分がそのまま返済されていることがわかる｡そして,

この限りでは先の相反する評価のうち,知事の方が正 しいように思える｡ しかし,表 3bに示

される36年の状況を見ると, 先ず前年と比べて地税査定額, 貯蔵ストックが大きく増えてお

り,このことはこの 1年間に利用者が急増 したこと,つまりこれが農民に受け入れられたこと

を意味 している｡ また,ストックは全て販売でき,その成果 もかなり大きかった｡先ず収穫直
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後の預入れ期 と販売期を比べ ると, 籾価格 はカランサ リでは稲穂で 36%, 籾で 39%, シ ドレ

ジョではそれぞれ 23%,25% 上昇 し,この結果,乾燥 によるス トックの若干の目減 りはあ った

ちのの, 前者では f59.82, 後者では f52.14の差益が生 まれ,地税納入後, それぞれ f94.92,

fllO.01が残 ることにな った｡そ して,この両者の差額 f35.10,f57.87は預入れ者に返済 され,

また, 価格差か ら得 られた利益の5%は loemboengの金庫 に繰 り込み, 5%は指導者の収入 に

充て,15% は地方 R.T.の金庫-入れ,25% は予備費 とし,50% は預入れ者 に返済 された｡ し

たが って,最終的に預入れ者 はカランサ リで f65.00,シ ドレジョでは f83.94を受 け取 ったこと

になる｡ こうしてこれに参加 した農民 は,地税を支払 うことがで きただけではな く,若干の利

益 を手 にす ることもできたのであ った｡

表 3a ルマジャンにおけるloemboengpadjakの営業状況 :1935年

R.T.所在地 カランサリ シドレジョ

地税査定額 f60.60 f43.40

籾貯蔵ストック (ピコル) 59.25 32.84

地税納入前の籾販売量 (ピコル) 31.25 22.84

会員への籾返済量 (ピコル) 28.00 10.00

出所 :BedrijfsresultatenloemboengR.T.

表 3b ルマジャンにおけるloemboengpadjakの営業状況 :1936年

R.T.所 在 地 カランサリ シドレジヨ

a 地税査定額 f150.67 f299.17

貯蔵ストック(ピコル) 収穫直後 稲穂籾 128.03 161.65

21.50 122.42

乾燥による減少量 稲穂籾 3.75 ll.610.65 9.67

販売時の存在量 稲穂籾 124.28 150ー0420.85 112.75

1ピコル当たり価 格 収 穫 時 稲穂籾 f1.25 f1.30

flー15 f1.20

販 売 時 稲穂籾 f1.70 f1.60f1.60 f1.50

ストック価値 b 収 穫 時 f185.77 f357.04
C 販 売 時 f245.59 f409.18

d 価格差から得られた利益 (C-b) f59.82 f52.14

e 地税納入後の余剰 (C-a) f94.92 f110.01

d d1 ルンブン金庫,指導者収入 (10%) f5.98 f5.21

の d2 地方 R.T.金庫 (15%) f8.97 f7.82

倭 d3 ルンブン予備資金 (25%) f14.95 f13.04

逮 d4 預入れ者-の返済 (50%) f29.90 f26.07

f 預入れ者への支払い総額 (e-d+d4) f65.00 f83.94

出所 :BedrijfsresultatenloemboengR.T
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ところで,地税の徴収はいうまでもなく政庁の業務であり,その円滑な遂行は植民地の秩序

の安定的維持にとっても不可欠のものである｡ したがって,民族主義団体,ましてや以前に納

税拒否を掲げて活動 したP.B.Ⅰ.がこの分野にかかわることができるか否かは,政庁の対応如

何にかかっている｡ そこで,以下では政庁がこのような形での粗の貯蔵にどのように対応した

かを,具体的に検討 してみることにしたい｡

ⅠⅤ 政庁とloemboengpadjak

loemboengpadjak成功の鍵は,先述のように価格上昇まで粉を保管することにあった｡と

ころで当時,地税は分割納入制が一般的に行われていたから,このためには政庁の協力によっ

て早い時期の徴収を猶予させることが不可欠になる｡ 先に見たP.B.Ⅰ.35年大会の ｢地税徴収

に際して籾価格の上昇を待っことを,政府に要請する｣という決議はこのためであり,P.B.I.,

R.T.支部はこれにもとづいて交渉に乗り出すことになる｡

さて,35年の大会後,ルマジャンではloemboengpadiak設立がさらに進められるが,この

ためにP.B.Ⅰ.支部代表は5月3日にルマジャンの町の郡長 (wedana-kota)を訪れて協力要請

を行い,必要な支援の約束を取り付けた｡こうしてカランサリ村で設立されることになったが,

その管理はR.T.に委ねられた｡そのかわりR.T.支部委員会側は,郡長が随時監察できるこ

と,その場合には鍵を渡すこと,貯蔵ストックの一覧表を作成し,35年地税はこの蓄えから遅

くとも11月には納入することを約束した｡次いで5月4日,R.T.代表はヨソウィラングン郡

長を訪問し,同様の条件でここでも協力の約束を取り付けることに成功した｡

ところが, 5月20日になってR.T.支部長とloemboengpadjakに籾を預け入れている5

人の会員,及びP.B.Ⅰ.ルマジャン支部長はスコドノ副郡長から呼出を受け,籾をそこに蓄えな

いこと,地税を規定通りの時期に納入するように求められた｡同様の要求はカリボト副部長か

らもなされた [Gobee1935b]｡

副郡長が何故この段階で郡長と全 く逆の対応をしたのかは不詳であるが,恐らくは以下に述

べるルマジャン県知事の意向を反映したものと思われる｡P.B.Ⅰ.支部はこの問題が発生する前

の5月 15日に,県知事に宛てて,管轄範囲内の官吏に対 してloemboengpadjak設立に必要

な支援を行うように命令することを要請する書簡を送ったのであるが,県知事は17日付けで

次のように回答している｡

P.B.Ⅰ.ルマジャン支部執行部の本月 15日付け書簡 no.105-の回答として,私は,米穀倉

庫に粗を預け入れるのは誰にも自由であるが,国家に対する地税その他の税の納入管理の

点では,関係徴税官は,税の滞納者自身を除く第三者あるいは団体とかかわることはでき
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ず,また,税の納入は常に守 られてきた慣行の通 りに分割で,すなわち年半ばには少なく

とも半分を納め, 第 3四半期には少なくとも3/4, 最終的には 12月20日に完納される

という形で行われなければならない, ということを述べるものである｡私には,官吏に対

して既 にある上述 の慣行以外のガイ ドライ ンに従え と命令す る余地 はあ りえない｡

[SoearaOemoem 21-6-1935no.213,Gobee1935C]

このように,同知事は明確に分割納入が守 られるべきであるとしており,先の副郡長の対応

はこれに依拠 したものであったと見 られる｡ さて同知事は,19日付けマラン州理事宛書簡

[RegentLoemadjang 1935]において,こうした回答を行った理由として,｢P.B.Ⅰ.とかかわ

り合うことによって,R.T.の規則が政庁の方策であるという誤解が住民に生 じやすい｡また,

徴税官たるデサ首長は直接に納税者との合意に達するべきであり,徴税は行政命令の問題であ

るから厳格に適用されるべきである｣といった点を挙げている｡そして報告を受けた州理事 も,

この立場に支持を表明した [ResidentMalang 1935]｡

しか し,原住民問題顧問官 (AdviseurvoorlnlandscheZaken)12)ホベ-が ｢現在のように

極めて困難な時期においては,このような (loemboengpadjakの- 引用者)計画は真剣に

検討するべきである｡ 私は,知事が,地税は決められた時期に決められた分割方式で納められ

るというのが慣例であり,それから逸脱することはできないと言うことによって片付けてしま

うことは,間違 った行為であるように恩 う｡ ここに含まれる重要性は,そうするにはあまりに

も大きすぎる｣[Gobee1935C]と,県知事の対応を批判する内容の書簡を総督宛に送付 したこ

とで,問題は更に展開することになった｡すなわち政庁中央は7月 1日,東ジャワ省知事に書

簡を送 り,｢総督には,P.B.Ⅰ.が loemboengpadjak設立に関 して抱いている計画を,現在の慣

行通 りではないという理由で許可 しないのは望ましくないと思える｡地税徴収の現在の困難

は, このような米穀倉庫設立の長所と短所に関する詳細な調査を必要としている｡ したがって

12) 原住民問題顧問官は, もともとは最初にこのポス トについたスヌック ･フルフロニェ (Snouck

Hurgronje)の要求により1889年に東インド政庁内に設けられたインドネシア ･イスラム研究の

ための臨時のポス トであったが,91年から正式な官職となった｡ 当初は ｢東洋諸語とイスラム法

のための顧問官｣(AdviseurvoorOosterschetalenenMohammedaanscherecht) と称 した

が,99年か ら ｢原住民及びアラビア人問題顧問官｣(AdviseurvoorlnlandscheenArabische

Zaken)と変更 され,さらに後,原住民問題顧問官 と改め られた｡ この官職を務めたのは,ス

ヌック ･フルフロニェ (～ 1906年), -ズー (G.A.∫.Hazeu,1906- 12年), リンケス (D.A.

Rinkes,1913-16年), ケルン (R.A.Kern,1920-22年,1923-26年), ホベ- (E.Gobee,

1926-28年,1929-31年,1931-37年)及びペイベル (G.F.Pijper,1937-42年)の6人

であったが,一般に彼 らの立場は自由主義的傾向が強 く,また現地人 との友好関係を大切にした

ため,政庁内務官僚 とは しば しば意見の対立することがあったといわれる｡詳 しくは [Gobee

andAdriaanse1957:ⅩトXii,1-19;Ingleson1979:38,40,112,226;Sutherland1979:38]など

を参照｡
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私は総督の命令により,貴下に対 して,loemboengpadjak設立がP.B.1.の宣伝するように奨

励されるべきか否か,これにより発生する行政上その他の困難が十分な形で除去できないもの

かという点を,政府に対 して速やかに報告することを求めるものである｣[Kiveron1935]と,

調査を命 じた｡

これに対 して東ジャワ省知事は7月 15日に,以下のように解答 した｡

6,それを売却 した収入から地税を払うことを目的とする粗の預入れは,支払い原則が

様々な事情から全 く,あるいは十分には維持できない地域でのみ認められるべきことだ

と,私は考える｡ ただし,こうした場合でも,この方法に対 して完全に異議がないわけで

はない｡
7,介入は,それが指定された地税徴収役ではない個人によるものであれ,P.B.Ⅰ.のよ

うな組織によるものであれ,危険であり,認めることができないと考える｡ もし,住民す

なわち税負担者と政府の間に第三者が介在 し,それがいずれの側に対 しても責任がなく,

したがってその ｢仕事｣は,完全に不要であるのみならず,税負担者がこの責任のない仲

介者の地位と権限について誤解 し,そのことから速やかに不正が生 じるがそれを除去する

ことが困難であるから極めて望ましくない場合には,政府はもはや事態の健全な推移に責

任を持てないと患う｡ 政府機関だけが,住民と国庫の利害のバランスを取ることができ,

税負担者の利益を擁護 し政府の利益に資することができるのである｡ 政府が後景に退き第

三者の介入を招 くならば,これによって両者の利害は極めて大きく損なわれるであろう

と,私は確信する｡

8, したがって,私は,マラン州理事のア ドバイスと,勤務が長 く極めて有能なルマ

ジャン県知事に全 く同意見である｡[GouverneurOostJava1935]

以上のやりとりにおける論点は,要するに次のようである｡県知事は (A)徴税に第三者が介

入することは望ましくない,(B)分割払いの慣行を遵守すべきである,という2つの点から

loemboengpadjakに反対 した｡これに対 してホベ-や政庁中央は (B)に対 して疑義を表明し

た｡また,(A)についてはほとんど問題にしておらず,むしろ地税徴収の実質面を重視 してい

る印象が強い｡東ジャワ省知事の立場は両者の中間にあり,(B)については条件付きで譲って

もよいとしたが,(A)の点では県知事の立場を支持するとしたのである｡

こうした立場の相違が何に起因するかをここで詳論することはできないが, 1つの手がかり

になるのは37年 3月22日付け東ジャワ省知事の総督宛書簡 [GouverneurOost-Java1937]

である｡ この中で省知事は,loemboengpadjakへの対応は政庁内務部と経済部で異なり,前

者,特にデサ行政が地税の早期納入を求めるのに対 して,後者は対照的に収穫期に粗を貯蔵す
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ることを常に奨励 したと指摘 している｡ 県知事の立場は,まさしく内務部のそれであり,その

背景には地域の秩序を維持することを最優先する考え方があったと考えられる｡ 他方,経済部

が以上の対応を取った背景には,住民経済の安定を通 じて地税の増収を計ることを優先する立

場があったと推測できる｡ホベ-やこの段階での政庁中央の立場はそれに近かったと考えられ

よう｡

また,東 ジャワ省知事の中間的立場の背景には,同省内のスラバヤ理事州 ジョンバ ン,モ

ジョケル ト両県で,loemboengpadjakと同様の原理による地税納入促進策が政庁自らの手で

組織されていたという事情があったと考えられる｡この制度は,1934年,先ずジョンバン県の

特に経済状況が深刻であった トゥンブラン副郡で試行され,同年の地税純査定額 (恐慌減額を

差 し引いた後の査定額)f42,232.04のうち,凶作によりf5,870.62を免除 しなければならなかっ

たにもかかわらず,純査定額の 127% に当たる額の地税を徴収できた｡これは全県の平均地税

徴収率が 101% であったことと比べると,際立った成果であった｡この結果,35年にはこの制

度は県全域に拡大され,また,モジョケル ト県でも34年に同様の制度が始められた｡

ジョンバン県での仕組みは大要次のようである｡収穫の 1/5- 1/4の籾を預けさせ,これ

により籾価格を刺激 し,価格が上昇する端境期にこれを売却 し,その収入から当年の地税を完

済 し,可能な限り前年までの滞納分をも納入する｡必要な場合には,食糧の乏 しい時期に一部

を現物で住民に提供 し,また,翌年の種籾用にも充てる｡ この場合,籾の預入れは ｢自由意志｣

によることが強調され反対する者に対 して強制は行われなかったが,彼 らには納税督促状が発

行された｡貯蔵はデサ首長やデサ役人の倉庫になされるが,個々の農民が自分の分を持ち込み,

それらは所有者の名前を書いたプレー トなどを付けて別々に保管された｡売却の際には,預入

れ者との協議が行われるのが普通であった [Ass.ResidentDjombang1935;Gouverneur

OostJava1935]｡

このように, このシステムの根幹 も籾を貯蔵 して価格上昇を待ち,その売却収入から地税を

納入するということであり,この点ではloemboengpadjakと変わるところはない｡つまり,

先に述べた (B)の点は問題にはされていないのであった｡実際,ジョンバン県ではP.B.I.と

の地税問題での話合いの席上においても,副理事,知事は ｢現在,籾価格が低いので,良い時

期に貯蔵 した粗を売 り,その収入を地税納入に充てる目的で,籾を貯蔵することが望ましい｣

と,その意図を説明 している [RegentDjombang1935]｡違いは,誰がそれを組織するかとい

う点にあった｡東ジャワ省知事にとっては,それを政庁自ら行 うことが重要であり,P.B.I.の

介入は認めることができなかったのである｡13)

13) なお,東ジャワ省知事は35年7月15日の総督宛書簡の中で,｢地税を満たすという原則が危機に
晒されていたモジョケルト,ジョンバン両県では,P.B.i.とその創造物であるR.T.が現在,新た

に考え出したものとして提起している対策が,既に1934年に政庁の手で行われたのである｡然るノ
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さて,以上のような政庁各部分の立場の差は,36年以降になると次のような形で統一される

ことになる｡ この年の 4月, loemboeng padjakの状況調査にルマジャンを訪れたジョヨ-

ディクスモは,R.T.支部代表に対 して ｢政府は税支払いが何回かの分割払いで行われることが

望ましいと考えている｣と説明 し,｢運動に対する妨害を避けるために,庶民銀行のような籾を

担保に前貸供与を行 うことができる機関と関係を結び,それによって粗価格上昇を待たずとも

納税ができるようにしたらどうか｣とア ドバイスしている｡ この結果,この会議ではloem-

boengpadjakを協同組合化することが提案 され, また,庶民銀行 との関係取結びについては

さらに協議を続けることなどが決められた [SoearaOemoem 29-4-1936,JPO 2-5-36,no.18:

282-283]｡このように,ここでは (B)の解決策が示された｡それは内務部が強 く求めた分割納

入を可能 としつつ,同時に住民経済を損なうことな く地税収入を安定的に確保できるもので

あった｡ただ し,(A)は全 く問題にされなか った｡それゆえ, この方式はR.T.にとっても十

分受入れ可能なものであった｡

こうして,36年 5月のルマジャン地区 R.T.会議において loemboengR.T.を法人格を持っ

loemboeng cooperatie (協同組合米穀倉庫) に変更するという提案がなされ [Panjebar

Semangat2315-1936,IPO 30-5-36,no.22:350],申請が提出され,同年 12月に認可され,翌

年初めに登録された｡そして懸案だったこれらに対する監督 と融資は,P.B.Ⅰ.自らが設立 した

マランの トゥマベル銀行 (BankToemapel)14) に委ねることになり,そこからの籾を担保にし

た融資によって早期の納税が可能になった｡こうして,(B)をめぐる政庁側 との対立は基本的

に解消 し,これ以降,この方式が定着することになったのであった [Bedrijfsresultatenloem-

boengR.T.;Djojohadikoesoemo1939:176;RapportR.T,1937;SedioTomo5-3-1937,

IPO13-3-37,no.ll:171]｡

お わ り に

最後に, この運動が当時の状況の中で如何なる意味を持ったかを考えておきたい｡

第 1に,それは前半期の不払い闘争を中心 とした運動から,如何にスムーズに地税を納入す

るかという路線への転換を意味 している｡そして現実に,R.T.会員は同 じデサの非会員に比べ

＼に,語るも不思議なことに, この政府の対策が,まさにP.B.I.側から偽りの説明をされようとし

ているのである｣[GoverneurOost-Java1935]と述べ,この制度がloemboengpadjakのもと
になったという認識を示しているが,先述のようにP.B.I.側では既に33年にルマジャン支部が

同様のものを計画しており,必ずしもこのようにはいえないようである｡

14) 正式にはマランの協同組合方式による銀行のセンターであり,P.B.I.によって1932年2月に12
の銀行 を結 集 して組織 され,後 に はバ リン ドラの監督下 におか れ た｡詳 しくは

Djojohadikoesoemo[1939:174]を参照｡
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て地税の納入がず っとスムーズであり,例えばカランサ リ, シ ドレジョでは ｢会員は地税を

8- 9月には完納するが,非会員は 11,12月になってか らである｣と報告される｡そしてバ リ

ンドラが R.T.と共催 して行 う集会では,会員の義務 として政府 とデサに対する義務の遂行,

特に地税納入が強調されるという [GouverneurOosりava1937]｡この点は,バ リンドラ側 も

｢R.T.の設立 と協同組合を通 して,貧困と食糧不足に対 して闘い,住民の国家に対する義務,

即ち地税納入を満たすことに貢献 した｣(1938年 1月バ リンドラ･パスルアン地区第 6回集会

でのスンジョト報告) と, 農村活動における重要な課題 ･成果 として総括 している [Soeara

Oemoem 17-ト1938,〟〕0 22-ト38,no.4:54]｡ このことは協調路線-の明確な転換であり,

恐 らくはそれが (A)の問題が未解決であったにもかかわらず, この活動が継続できたことの

理由であろう｡15)

第 2に,この運動は会員のみを対象にしており,そのことはP.B.Ⅰ.,R.T.の協同組合運動 と

しての性格をより明確にさせたものであるといってよい｡それゆえに運動は,R.T.組織が比較

的 しっかりしている地域でしか展開されなかった｡そしてまた,このことは,P.B.Ⅰ.,R.T.が

前半期の対糖業闘争において示 したような農村社会全体に対する働 きかけを放棄 したことを意

味 している｡ そこではもはや,地域の秩序に対する異議申し立てなどは全 く問題にならなかっ

た｡16)この意味でも, この運動は政庁にとって危険なものではなく,許容範囲内にあったと考

えられる｡

しかし,この路線は勢力後退を余儀なくされたP.B.Ⅰ.,R.T.にとってはやむを得ない選択で

あった｡そして,ともか く協同組合方式を通 じて,自らの力で経済的困難を切 り抜けようとし

たことは評価されるべきであろう｡ 実際, こうした活動などを通 じて,会員は高利貸による青

田買いを防 ぐことができたといわれる [GouverneurOosりava1937]｡そ してまた,これらの

活動は,独立後のインドネシアが目指 した国民経済形成の基礎としての ｢家族主義の原則にも

とづ く協同事業｣(45年憲法 33条 1項)につながるものであったといえよう｡

付 記

本稿は,平成6年度三菱財団人文科学研究助成金による研究の一部である｡

15) ただし, 内務部はそれ以降もloemboengcooperatieに対してあまり好意的ではなかったようで

ある. 例えば Tempo20-7⊥1937は, バ リンドラ ･ブスキ支部長はこの問題で副理事か ら呼出を受

けたが,副理事はそれにあまり満足していないふうであって,設立を禁止はしなかったが,失敗

することに対する懸念を表明 し警告を発 した,同席 していた副知事や郡長 も同様の警告を付け加

えたと報じている [IPO7-8-37,no.32:526]｡

16) 地域の秩序については植村 [1994]を参照｡
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